
制度改正による見直し内容
～キャリア形成プログラムについて～

資料 ２

平成30年度第２回都道府県医療政策研修会
（平成30年８月31日）資料から抜粋

1



都道府県の行う医師の派遣調整について

地域における医師の確保のためには、地域医療対策協議会において医師の派遣調整を行うことにより、都道府県内で医師が不足してい
る地域における医療機関をはじめ、医師確保が必要な医療機関に適切に医師が派遣されることが必要である。

地域医療対策協議会において、都道府県内の各医療機関の診療科ごとに、医師を派遣する必要性を慎重に検討した上で、派遣
期間及び人数を協議することとする。ただし、個人情報保護の観点から、協議が調った事項として公表する内容は、各医療機
関の診療科ごとの派遣期間及び人数とする。

大学からの医師派遣先でないことなどにより、必要とされる医師が確保できない医療機関に対して都道府県が協議対象医師を
配置する等、都道府県による医師派遣と大学による医師派遣との整合性の確保を図るものとする。

医師派遣と地域医療構想の達成に向けた都道府県の具体的対応方針との整合性を確保し、救急医療、小児医療、周産期医療等の
政策医療を地域で中心的に担うものとして地域医療構想調整会議で合意を得たもの等から協議対象医師が適切に配置されるよう
にする。
都道府県による協議対象医師の派遣先が、理由なく公立・公的医療機関に偏ることがないようにする。なお、この趣旨は、単
に一律に公立・公的医療機関への派遣割合を下げることを目的とするものではなく、開設主体の別によらず、地域における各
医療機関の医療機能に着目し、必要性に応じた医師派遣を行うことを目的とするものである。

地域医療対策協議会において派遣調整を行う対象となる医師（以下「協議対象医師」という。）は、地域枠医師（大学医学部において、
卒業後に一定期間、都道府県内で医師として就業する意思を有するものとして選抜され、その旨の契約を都道府県等と締結した医師）
を中心とした、キャリア形成プログラムの適用を受ける医師が基本となる。

キャリア形成プログラムが医師確保と派遣される医師のキャリア形成の両立を目的としたものであることを踏まえ、協議対象医師の派
遣先が、地域における医師の確保に資するという観点はありつつも、個々の協議対象医師のキャリア形成上の希望と整合的なものとな
るよう、最大限配慮する。また、派遣される医師の能力の開発及び向上を図るには、当該医師が派遣される医療機関における指導医の
確保が重要であることに留意し、地域医療対策協議会において、大学との調整を行うものとする。

都道府県による医師の派遣先の決定に当たっては、都道府県の政策的観点が一定程度反映されるよう、地域医療支援センター
が作成した派遣計画案を基に、地域医療対策協議会で協議して派遣先を決定する。

都道府県による医師の派遣が理由なく公立・公的医療機関に偏っている等、都道府県による不適切な運営が認められた場合には、国は、翌
年度の地域医療介護総合確保基金の配分において査定する。この都道府県による医師の派遣状況を踏まえた査定の判断に当たっては、機械
的に公立・公的医療機関への医師の派遣割合を反映させるのではなく、派遣の必要性に照らして妥当であるか否かを総合的に考慮する。
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キャリア形成プログラムについて

○ 医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成30年法律第79号）により、キャリア形成プログラムは、医師が不足している地域にお
ける医師の確保と、当該地域に派遣される医師の能力開発・向上の機会の確保の両立を目的としたものとして医療法上位置付けられた。

○ 都道府県は、地域医療対策協議会においてキャリア形成プログラムの内容を協議した上で、協議が調った事項に基づき、地域医療支
援事務として、キャリア形成プログラムを策定することが求められる。

大学医学部
（６年間）

臨床研修
（２年間）

専門研修等
（原則７年間）

それ以降

◆対象医師◆

・都道府県が修学資金を貸与した地域枠医師
・それ以外の地域枠医師（任意適用）
・自治医科大学卒業医師（平成30年度入学者までは任意適用）
・その他プログラムの適用を希望する医師

［大学６年進級時］
卒業後のプログラム

適用に同意

［臨床研修修了時等］
コース選択

就学資金の貸与 キャリア形成プログラムの対象期間

◆コース◆

対象医師の希望に対応可能なよう、診療科や就業先医療機関の
種別ごとに複数のコースを用意する。

◆対象医療機関◆

・原則として都道府県内の医療機関で就業し、かつ医師不足
地域での勤務を原則４年以上とする。

・種別（規模別、地域別等）ごとに医療機関群を設定し、
ローテーションさせる等が考えられる。

◆一時中断◆

・出産、育児等のライフイベントや、海外留学等のキャリア形成
上の希望に配慮するため、対象期間の一時中断を可能とする。

・都道府県は、一時中断事由が継続していることを定期的な面談
等により確認する。

◆中途解除◆

・都道府県は、対象医師の申出等に基づき、当該対象医師への
キャリア形成プログラムの適用を中途で解除することができる。

・ただし、地域医療介護総合確保基金を財源とした修学資金を貸
与している医師については、中途解除に先立ち、国に協議する
こととする。
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キャリア形成プログラムからの離脱防止について

○ キャリア形成プログラムは、都道府県とキャリア形成プログラムの適用を受ける医師（対象医師）の間で締結される契約
であり、対象医師は、これを満了するよう真摯に努力しなければならない。（通知で明示）

○ 都道府県が地域枠修学資金を貸与した医師は、家族の介護等のやむを得ない事情がある場合を除き、キャリア形成プログ
ラムを満了することを返還免除要件とする。

○ 一時中断事由が虚偽であることが判明した場合には、違約金を科した上で、即時にキャリア形成プログラムに基づく就業
を求める。なお、一時中断事由が虚偽であることが判明した後に、対象医師がキャリア形成プログラムから離脱する場合に
は、違約金とは別に、修学資金の貸与を受けていた場合はその額に応じて都道府県の定める額の返還が必要である。

○ 都道府県は、対象期間中に年１回、都道府県担当者との面談を行う等、対象医師本人のキャリアパスに関する希望を確認
する手続を実施することとする。

○ 都道府県は、キャリア形成プログラムの既存のコースの内容や、新たに設定又は変更しようとするコースの案の内容につ
いて、対象医師及び将来対象となることが見込まれる学生（対象予定学生）の意見を聴くものとする。
都道府県は、意見聴取を開始する旨を対象医師及び対象予定学生に通知するとともに、必要に応じ、キャリア形成プログ
ラムの内容や地域医療対策協議会における協議状況等に関する説明会を開催する等により、対象医師及び対象予定学生が都
道府県に意見を述べることができる環境を整えるものとする。
意見聴取は、キャリア形成プログラムの各コースについてそれぞれ行うものとする。
都道府県は、対象医師又は対象予定学生から意見を聴いたときは、当該意見を地域医療対策協議会に報告し、キャリア形
成プログラムの内容に反映させるよう努めるとともに、当該意見の内容を公表することとする。

○ 対象予定学生がキャリア形成プログラムの適用を受けることについて同意する際に適切な判断を行い、また対象医師が適
切なコース選択を行えるよう、都道府県は、大学を含む関係者の協力の下、夏季休暇中の地域実習プログラムを開催する等
の方法により、大学の医学部の学生が地域社会と接する機会を提供し、学生の地域医療や将来の職業選択に対する主体的意
識の涵養を図るものとする。

○ 都道府県の地域枠修学資金が地域医療介護総合確保基金を活用しているか否かを問わず、当該地域枠修学資金を貸与した
医師のキャリア形成プログラム満了率を、当該都道府県の翌年度の地域医療介護総合確保基金の配分の決定の際に考慮する。
その際、プログラムの満了率を機械的に配分額に反映させるのではなく、プログラムの内容や、離脱理由、都道府県による
離脱防止の取組状況等を総合的に考慮するものとする。 4


